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1  老人保健制度

[老人保健制度(昭和58年2月1日施行)の概要］

(老人保健制度のねらい)

・壮年期からの疾病の予防,治療,機能訓練に至る総合的な保健医療サービスの提供。

・老人医療費を国民が公平に負担すること。

(老人保健法に基づく保健事業)

・医療等・・・・・・70歳以上の者及び65歳以上70歳未満のねたきり老人等。

・医療等以外の保健事業(ヘルス事業)・・・・・・40歳以上の者(健康保険本人等の職域においてヘ
ルス事業に相当するサービスを受けられる者を除く)。 

・実施主体・・・・・・市町村。

[医療等]

(一部負担)

・医療を受ける者は保健医療機関等ごとに次により定額の一部負担を支払う。

・外来・・・・・・1月800円(月1回最初の診療日に支払う)。

・入院・・・・・・1日400円(低所得者については300円,2か月限度)。

※低所得者:市町村民税非課税等世帯に属する老齢福祉年金受給者。

(老人医療費の負担)

老人の一部負担を除いた額について国が20%,都道府県及び市町村がそれぞれ5%負担し,残りの70%は医
療保険各制度の保険者が共同で拠出している。

[医療等以外の保健事業]

健康手帳の交付,健康教育,健康相談,健康診査,機能訓練,訪問指導。

保健事業第2次5か年計画
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老人医療費の負担

国民医療費と老人医療費の推移
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2  老人保健施設の概要

[目標]

病状安定期にあるねたきり老人等に対し,医療ケアと日常生活サービスを提供することにより,老人の自立
を支援し,家庭への復帰を目指すこととしている。

[サービスの内容]

・入所サービス・・・・・・家庭復帰のためのリハビリテーション,療養に必要な看護,介護を中心
とした医療ケアと日常生活サービスを提供。 

・在宅サービス・・・・・・ねたきり老人等をあずかり必要な医療ケアと日常生活サービスを行う
短期入所ケアと半日程度あずかるデイ・ケアがあり,食事,入浴,リハビリテーション等の各サービス
を提供。 

[施設・設備］

安心してゆったりと療養できる構造を確保することを目標に,療養室,診察室,機能訓練室,談話室,食堂,浴室,
レクリエーション・ルーム等を備え,構造についても耐火構造,エレベーターの設置,避難階段,階段の手す
り,廊下の幅等の基準が設けられている。

[スタッフの配置]

入所者100人につき,医師1人,看護婦8人,介護職員20人,相談指導員1人,理学療法士又は作業療法士1人とし,
栄養士,薬剤師,調剤員等については,適切な人数を配置することと定められている。

[他の老人関係施設との比較]

病院と特別養護老人ホームの長所を持ちよった医療面のサービスと福祉面のサービスが一体として提供
されるいわば中間施設である。

病状安定期にあるねたきり老人等に必要な看護・介護・機能訓練を中心とした医療ケアと日常生活サー
ビスを提供するため,老人に対し医療を中心に提供する老人病院等と比べ介護職員を多く配置している。

老人病院,老人保健施設及び特別養護老人ホームの比較
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3  在宅老人福祉対策

高齢者の多くは,身体が不自由になっても住みなれた地域社会で住み続けることを希望しており,老人福祉
行政はこのような老人の在宅生活の維持向上を支援するという観点から進めている。

[在宅福祉対箪の分類

在宅福祉対策は,1)ねたきり老人等に対するホームヘルプサービス事業,デイサービス事業,ショートステイ
事業,日常生活用具給付等事業等の要援護老人対策と,2)高齢者の生きがいと健康づくりを推進する社会活
動促進対策の二つに大別される。

また,在宅福祉対策として在宅介護支援センター運営事業が平成2年度から創設されたほか,「高齢者の生
きがいと健康づくり推進事業」の一環として「都道府県明るい長寿社会づくり推進機構」の整備が進め
られている。

[在宅福祉対策予算]

高齢社会の到来に伴い,急激に増加する在宅要介護老人等及びその介護者を支援するため,「高齢者保健福
祉推進十か年戦略」に基づき,各種在宅福祉サービス事業費の大幅な拡充に努めている。

平成元年度に比べ,ホームヘルプサービス事業は約26億円,デイサービス事業は約79億円,ショートステイ
事業は2倍近くの約11億円の増加となっている。

在宅福祉対策と予算額
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4  老人福祉施設対策

[老人福祉施設の種類]

高齢者がねたきり状態になった場合で家庭事情等のため家族から必要な介護を受けることができない場
合には,老人福祉施設への入所が必要になる。

老人福祉施設の種別は,特別養護老人ホーム,養護老人ホーム,軽費老人ホーム及び老人福祉センターとなっ
ているが,このほかに老人福祉の向上のための施設として有料老人ホーム,老人休養ホーム,老人憩の家等の
施設がある。

特別養護老人ホーム及び養護老人ホームは,措置権者'(都道府県市及び福祉事務所を設置する町村)が入所
措置を行ういわゆる措置施設であり,軽費老人ホーム,有料老人ホームは設置者と入所者との契約による入
所施設となっている。

[施設整備]

将来の高齢社会を見据えた目標である「高齢者保健福祉推進十か年戦略」に基づき,今後10年間にデイ
サービスセンター,在宅介護支援センター,特別養護老人ホーム,ケアハウス及び高齢者生活福祉センター等
を大幅に整備することを目標としている。

[都市部の立地促進]

施設対策においては,都市部の立地が進まない問題があり,都市部の立地促進のため,公有地の活用や合築方
式を積極的に推進する必要がある。

施設福祉対策
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5  痴呆性老人対策

[痴呆性老人数]

本格的な長寿社会の到来を迎えるなか,昭和60年には出現率4.8%,約60万人と推計される在宅痴呆性老人
は,後期高齢者の増大により,今後,平成12(2000)年には,出現率が5.3%と高まってその数も100万人を上回
り,27年には3倍の約180万人にまで達するものと推計されている。また,昭和60年時点で老人ホーム,病院
等に約20万人の痴呆性老人がいるものと推計されている。

[痴呆の原因と予防]

我が国では老年痴呆(アルツハイマー型痴呆)に比べて脳血管性痴呆が多いことが特徴であるが,脳血管性
痴呆については,発生予防が期待できることから,老人保健法による保健事業の一環として脳卒中等成人病
予防のための健康教育や健康診査が全国各地の市町村で実施されている。

在宅痴呆性老人推計数の推移

施設処遇されている痴呆性老人推計数
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在宅痴呆性老人の原因疾患

老人性痴呆疾患に関する施策一覧
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